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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月19日(2019.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散トランザクションコンセンサスネットワークの複数のノードによって実行される方
法であって、前記複数のノードは互いに通信可能に接続された第１のデジタル財発行者と
第２のデジタル財発行者とを含み、
　（ａ）前記分散トランザクションコンセンサスネットワークからのトランザクション要
求を受領することであって、前記第１のデジタル財発行者が発行する第１の種類のデジタ
ル財を、前記第１のデジタル財発行者に関連する第１の仮想ウォレットから前記第２のデ
ジタル財発行者に関連する第２の仮想ウォレットに移転することと、
　（ｂ）前記第２の仮想ウォレットに、前記第２のデジタル財発行者が発行する第２の種
類のデジタル財を受領させることと、
　（ｃ）前記要求されたトランザクションを分散台帳に記録することと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記第１の種類のデジタル財は、デジタル通貨、デジ
タル証券、デジタル債券、デジタル先物、およびデジタル貴金属のうちの１つであり、前
記第２の種類のデジタル財は、デジタル通貨、デジタル証券、デジタル債券、デジタル先
物、およびデジタル貴金属のうちの１つであり、および／または、前記第１の種類のデジ
タル財は、前記第２の種類のデジタル財と同一であり、前記第１の種類のデジタル財と前
記第２の種類のデジタル財の両方がデジタル通貨であるとき、前記第１の種類のデジタル
財および前記第２の種類のデジタル財のそれぞれは、デジタル米ドル、デジタル日本円、
デジタルカナダドル、デジタルユーロ、およびデジタル新台湾元のうちの１つであること
を特徴とする、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記ステップ（ｂ）は、
　（ｂ１）前記第１のデジタル財発行者が、前記第１のデジタル財発行者が発行する前記
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第１の種類のデジタル財を、第１の加入者が所有する前記第１の仮想ウォレットから前記
第１のデジタル財発行者が所有する第１の仮想資金に移転することと、
　（ｂ２）前記第１のデジタル財発行者が、前記第１のデジタル財発行者または前記第２
のデジタル財発行者が発行する１または複数の選択された種類のデジタル財を、前記第１
の仮想資金から前記第２のデジタル財発行者が所有する第２の仮想資金に移転し、前記１
または複数の選択された種類のデジタル財は、前記第１の仮想資金に含まれる任意の種類
のデジタル財から選択されることと、
　（ｂ３）前記第２のデジタル財発行者が、前記第２のデジタル財発行者が発行する前記
第２の種類のデジタル財を、前記第２の仮想資金から第２の加入者が所有する前記第２の
仮想ウォレットに移転することと、
　を備える、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、前記ステップ（ｂ）は、
　（ｂ１）前記第１のデジタル財発行者が、前記第１のデジタル財発行者が発行する前記
第１の種類のデジタル財を、第１の加入者が所有する前記第１の仮想ウォレットから、前
記第１のデジタル財発行者が所有する第１の仮想資金に移転することと、
　（ｂ２）前記第１のデジタル財発行者が、前記第１のデジタル財発行者または前記第２
のデジタル財発行者が発行する前記第１の種類のデジタル財を、前記第１の仮想資金から
前記第２のデジタル財発行者が所有する第２の仮想資金に移転することと、
　（ｂ３）前記第２のデジタル財発行者が、前記第２のデジタル財発行者が発行する前記
第２の種類のデジタル財を、前記第２の仮想資金から第２の加入者が所有する前記第２の
仮想ウォレットに移転することであって、前記第２の種類のデジタル財は前記第１の種類
のデジタル財と同一であることを特徴とすることと、
　を備える、方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の方法であって、前記ステップ（ｂ２）では、前記第１のデジタル財発
行者は、前記第１の仮想資金が前記第２のデジタル財発行者が発行する前記第１の種類の
デジタル財を含有するとき、前記第１の仮想資金から、優先的に前記第２のデジタル財発
行者が発行する前記第１の種類のデジタル財を前記第２の仮想資金に移転し、前記第１の
デジタル財発行者は、前記第１の仮想資金が、要求された金額の前記第２のデジタル財発
行者が発行する前記第１の種類のデジタル財を含有しないとき、前記第１の仮想資金から
前記第１のデジタル財発行者が発行する前記第１の種類のデジタル財の残りの金額を前記
第２の仮想資金に移転することを特徴とする、方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の方法であって、前記第２のデジタル財発行者は、前記第１のデジタル
財発行者が発行する前記第１の種類のデジタル財を所有するエクスポージャの限度を設定
することを特徴とする、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、前記トランザクションによって、前記第２のデジタル
財発行者が、前記第１のデジタル財発行者が発行する前記第１の種類のデジタル財を前記
第２のデジタル財発行者が設定する前記エクスポージャの限度を超えて所有するとき、前
記トランザクション要求は拒否され、および／または、前記第１のデジタル財発行者が発
行する前記第１の種類のデジタル財を移転するためのプライベートキーが盗まれるか、ま
たは紛失したとき、前記第２のデジタル財発行者の前記第１のデジタル財発行者が発行す
る前記第１の種類のデジタル財を所有するエクスポージャの限度がゼロに設定されること
を特徴とする、方法。
【請求項８】
　請求項１に記載の方法であって、前記第１の仮想ウォレットは、前記第１のデジタル財
発行者が発行する１または複数の種類のデジタル財を保存可能であるが、前記第２のデジ
タル財発行者が発行するデジタル財はいずれの種類も保存せず、前記第２の仮想ウォレッ
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トは前記第２のデジタル財発行者が発行する１または複数の種類のデジタル財を保存可能
であるが、前記第１のデジタル財発行者が発行するいずれの種類も保存しないことを特徴
とする、方法。
【請求項９】
　請求項１に記載の方法であって、前記分散トランザクションコンセンサスネットワーク
はアドミニストレータを有することを特徴とする、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、前記アドミニストレータは、前記第１のデジタル財発
行者または前記第２のデジタル財発行者が１または複数の種類のデジタル財を発行するこ
とを許可し、および／または、前記アドミニストレータは、マイナーが前記トランザクシ
ョンを記録する新しいブロックを生成することを許可し、マイナーが互いに競合し、また
は支援しあうための規則を設定することを特徴とする、方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法であって、前記第１のデジタル財発行者および前記第２のデジタ
ル財発行者のそれぞれは、銀行、投資機関、トレーディング機関、および電気通信事業者
のうちの１つであり、および／または、前記分散台帳は、ブロックチェーンデータ構造を
用い、および／または、前記第１の仮想ウォレットは、第１の電話番号に対応し、前記第
２の仮想ウォレットは、第２の電話番号に対応することを特徴とする、方法。
【請求項１２】
　１または複数のコンピュータで使用可能な非一時的媒体を備えるコンピュータプログラ
ムであって、前記非一時的媒体は、デジタル財管理システムを管理するために埋め込まれ
たコンピュータ可読プログラムコードを有し、前記コンピュータ可読プログラムコードは
、互いに通信可能に接続された第１のデジタル財発行者と第２のデジタル財発行者とを含
む複数のノードを有する分散トランザクションコンセンサスネットワークにおいて、前記
デジタル財管理システムにトランザクションプロセスを実施させるように構成され、前記
プロセスは、
　（ａ）前記分散トランザクションコンセンサスネットワークによってトランザクション
要求を受領し、前記第１のデジタル財発行者が発行する第１の種類のデジタル財を、前記
第１のデジタル財発行者に関連する第１の仮想ウォレットから前記第２のデジタル財発行
者に関連する第２の仮想ウォレットに移転することと、
　（ｂ）前記第２の仮想ウォレットに前記第２のデジタル財発行者が発行する第２の種類
のデジタル財を受領させることと、
　（ｃ）前記要求されたトランザクションを分散台帳に記録することと、
　を備える、コンピュータプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のコンピュータプログラムであって、前記ステップ（ｂ）は、
　（ｂ１）前記第１のデジタル財発行者が、前記第１のデジタル財発行者が発行する前記
第１の種類のデジタル財を、第１の加入者が所有する前記第１の仮想ウォレットから前記
第１のデジタル財発行者が所有する第１の仮想資金に移転することと、
　（ｂ２）前記第１のデジタル財発行者が、前記第１のデジタル財発行者または前記第２
のデジタル財発行者が発行する１または複数の選択された種類のデジタル財を、前記第１
の仮想資金から前記第２のデジタル財発行者が所有する第２の仮想資金に移転し、前記１
または複数の選択された種類のデジタル財は、前記第１の仮想資金に含まれる任意の種類
のデジタル財から選択されることと、
　（ｂ３）前記第２のデジタル財発行者が、前記第２のデジタル財発行者が発行する前記
第２の種類のデジタル財を、前記第２の仮想資金から第２の加入者が所有する前記第２の
仮想ウォレットに移転することと、
　を備える、コンピュータプログラム。
【請求項１４】
　分散トランザクションコンセンサスネットワークの複数のノードによって実行される方
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法であって、前記複数のノードは互いに通信可能に接続された第１の電気通信事業者と第
２の電気通信事業者とを含み、
　（ａ）前記分散トランザクションコンセンサスネットワークからのトランザクション要
求を受領することであって、前記第１の電気通信事業者が発行する第１の種類のデジタル
財を、第１の電話番号に対応する第１の仮想ウォレットから第２の電話番号に対応する第
２の仮想ウォレットに移転することと、
　（ｂ）前記第２の仮想ウォレットに、前記第２の電気通信事業者が発行する第２の種類
のデジタル財を受領させることと、
　（ｃ）前記要求されたトランザクションを分散台帳に記録することと、
　を備える、方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、前記ステップ（ｂ）は、
　（ｂ１）前記第１の電気通信事業者が、前記第１の電気通信事業者が発行する前記第１
の種類のデジタル財を、第１の加入者が所有する前記第１の仮想ウォレットから前記第１
のデジタル財発行者が所有する第１の仮想資金に移転することと、
　（ｂ２）前記第１の電気通信事業者が、前記第１の電気通信事業者または前記第２の電
気通信事業者が発行する１または複数の選択された種類のデジタル財を、前記第１の仮想
資金から前記第２の電気通信事業者が所有する第２の仮想資金に移転し、前記１または複
数の選択された種類のデジタル財は、前記第１の仮想資金に含まれる任意の種類のデジタ
ル財から選択されることと、
　（ｂ３）前記第２の電気通信事業者が、前記第２の電気通信事業者が発行する前記第２
の種類のデジタル財を、前記第２の仮想資金から第２の加入者が所有する前記第２の仮想
ウォレットに移転することと、
　を備える、方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の方法であって、前記第１の電話番号は、前記第１の電気通信事業者
に関連し、前記第２の電話番号は、前記第２の電気通信事業者に関連することを特徴とす
る、方法。
【請求項１７】
　デジタル財管理システムであって、
　互いに通信可能に接続された第１のデジタル財発行者と第２のデジタル財発行者とを含
む複数のノードを有する分散トランザクションコンセンサスネットワークと、
　前記第１のデジタル財発行者に関連する第１の仮想ウォレットと、
　前記第２のデジタル財発行者に関連する第２の仮想ウォレットと、を備え、
　前記分散トランザクションコンセンサスネットワークがトランザクション要求を受領す
ると、前記第１のデジタル財発行者が、前記第１のデジタル財発行者が発行する第１の種
類のデジタル財を、前記第１の仮想ウォレットから前記第２の仮想ウォレットに移転し、
前記第２の仮想ウォレットに、前記第２のデジタル財発行者が発行する第２の種類のデジ
タル財を受領させ、前記要求されたトランザクションを分散台帳に記録することを特徴と
する、システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記第１の種類のデジタル財は、デジタル通貨、デジタル証券、デジタル債券、デジタ
ル先物、およびデジタル貴金属のうちの１つであり、
　前記第２の種類のデジタル財は、デジタル通貨、デジタル証券、デジタル債券、デジタ
ル先物、およびデジタル貴金属のうちの１つであり、
　および／または、
　前記第１の種類のデジタル財は、前記第２の種類のデジタル財と同一であり、
　前記第１の種類のデジタル財と前記第２の種類のデジタル財の両方がデジタル通貨であ
るとき、前記第１の種類のデジタル財および前記第２の種類のデジタル財のそれぞれは、
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デジタル米ドル、デジタル日本円、デジタルカナダドル、デジタルユーロ、およびデジタ
ル新台湾元のうちの１つであることを特徴とする、システム。
【請求項１９】
　請求項１７に記載のシステムであって、
　前記第１のデジタル財発行者は第１の仮想資金を有し、前記第２のデジタル財発行者は
第２の仮想資金を有し、
　前記第１のデジタル財発行者が、前記第１のデジタル財発行者が発行する前記第１の種
類のデジタル財を、前記第１の仮想ウォレットから前記第１の仮想資金に移転し、前記第
１のデジタル財発行者または前記第２のデジタル財発行者が発行する１または複数の選択
された種類のデジタル財を、前記第１の仮想資金から前記第２の仮想資金に移転し、前記
１または複数の選択された種類のデジタル財は、前記第１の仮想資金に含まれる任意の種
類のデジタル財から選択され、
　前記第２のデジタル財発行者が、前記第２のデジタル財発行者が発行する前記第２の種
類のデジタル財を、前記第２の仮想資金から前記第２の仮想ウォレットに移転することを
特徴とする、システム。
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